
 

６ 適用法規別の状況 

  適用法規別の状況をみると、「労働組合法」適用組合は 3,724 組合（前年比 29 組合・0.8％減）、68 万 3,516 人

（同 1万 571 人・1.6％増）となった。 

  また、構成比では、「労働組合法」適用組合が組合数において全体の 92.1％（前年 92.1％）を、組合員数にお

いて全体の 93.3％（前年 92.9％）を占めている。 

組合 ％ 組合 人 人 人 ％ 人

△31 ＋7,965
(△0.8%) (+1.1%)

△29 ＋10,571

(△0.8%) (+1.6%)

△2 △1,007

(△4.8%) (△11.0%)

±0 △18

(±0.0%) (△2.4%)

△2 △989

(△5.0%) (△11.7%)

±0 △1,599

(±0.0%) (△3.8%)

±0 △48

(±0.0%) (△0.9%)

±0 △1,551
(±0.0%) (△4.2%)18,832

5,533

3,610 0.7%

1.1%

0.1%

1.0%

5.6%

4.9%

1,932

1,537

732,479

8,189

724

7,465

100.0%

92.1% 683,516

1.0%

0.0%

252,856

275,303

2,078

146

457,176

430,660

6,111

578

構成比
組合数

206

増減
組合員計

増減 男 女 構成比

100.0%

279

93.3%

20,369

73

6.9%

1.8%

適用法規

合            計

労　働　組　合　法

行政執行法人の労働

関係に関する法律

3,724

40

4,043

2

行労法・地公労法

地方公営企業労働関係法

国公法・地公法

地方公務員法

［注］　増減欄の（　　）内数値は、対前年増減比率を示す。

国家公務員法

5.1%

0.9%38

5,147

35,627

20,40540,774

16,795

 
 

 

 

７ 組合員規模別の状況  

  組合員規模別の状況をみると、組合数では「29 人以下」が最も多く、1,630 組合（前年比 3組合・0.2％減）と

なった。構成比では、全体の 40.3％（前年 40.1％）を占めている。 

組合員数では「1,000～4,999 人」が最も多く、22 万 5,113 人（同 8,455 人・3.6％減）となった。構成比では、

全体の 30.7％（前年 32.2％）を占めている。 
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